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障
害
児
に
対
す
る
教
育
支
援
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

北
海
道
紋
別
養
護
学
校
き
た
み
学
園
分
校
は
知
的
障
害
児
施
設
「
き
た
み
学
園
」
の
施
設
内
分
校
と
し
て
設
立
さ
れ
、
現

在
で
は
通
学
生
が
半
数
以
上
と
な
り
特
別
支
援
学
校
の
指
定
を
受
け
る
な
ど
、
北
見
市
及
び
近
隣
の
地
域
に
と
っ
て
重
要
な

教
育
機
関
と
な
っ
て
い
る
が
、
公
共
交
通
機
関
や
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
が
無
い
た
め
に
通
学
時
の
送
迎
が
大
き
な
負
担
と

な
り
、
ま
た
看
護
師
の
配
置
も
無
い
こ
と
か
ら
、
医
療
的
行
為
を
必
要
と
す
る
児
童
は
保
護
者
が
付
き
添
わ
な
く
て
は
な
ら

ず
、
ひ
と
り
親
家
庭
や
生
活
保
護
世
帯
な
ど
各
家
庭
の
事
情
か
ら
現
実
的
に
対
応
が
不
可
能
な
場
合
が
あ
り
、
分
校
に
通
学

す
る
に
は
大
変
厳
し
い
現
状
と
な
っ
て
い
る
。
北
海
道
教
育
委
員
会
は
他
の
道
立
養
護
学
校
と
同
等
の
教
育
環
境
の
整
備
を

図
る
べ
き
だ
が
、
何
ら
対
応
し
て
い
な
い
。
日
本
国
憲
法
及
び
各
障
害
者
（
児
）
関
連
法
の
主
旨
に
基
づ
き
、
地
域
間
に
お

け
る
教
育
環
境
の
格
差
の
是
正
及
び
障
害
児
の
人
権
保
護
な
ど
十
分
に
理
解
し
対
応
す
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
と
北
海
道
教
育
委
員
会
が
行
う
べ
き
具
体
的
な
対
応
策
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。


